
   

問 

　
新
庁
舎
に
つ
い
て
聞
く
。

⑴
　
新
庁
舎
改
築
等
検
討
委
員

は
ど
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
で
構

成
さ
れ
て
い
る
か
。

⑵
　
近
隣
住
民
、
事
業
者
は

入
っ
て
い
る
か
。

⑶
　
周
辺
環
境
に
詳
し
い
近
隣

住
民
の
意
見
を
聞
い
た
方
が
い

い
の
で
は
。

⑷
　
十
四
山
支
所
、
日
の
出
小

学
校
等
の
公
有
財
産
の
有
効
利

用
を
考
え
た
か
。

   

答 

総
務
課
長

⑴　

公
募
2
名
、
有
識
者
8
名

の
10
名
で
構
成
し
て
い
る
。

⑵　

入
っ
て
い
な
い
。

⑶　

意
見
等
が
あ
れ
ば
公
聴
会

で
伺
い
ま
す
。

⑷　

十
四
山
支
所
の
増
築
に
つ

い
て
は
、
自
治
法
上
の
庁
舎
の

位
置
の
定
め
も
あ
り
、
十
四
山

支
所
を
本
庁
機
能
と
し
て
置
く

こ
と
に
関
し
問
題
が
あ
る
。

　

日
の
出
小
学
校
の
敷
地
で
は

庁
舎
を
建
て
る
余
裕
は
今
現
在

な
い
。

   
問 

　

行
政
情
報
化
基
幹
シ
ス
テ
ム

に
つ
い
て
聞
く
。

⑴　

ク
ラ
ウ
ド【

】方
式
に
つ

い
て
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

ユ
ー
ザ
ー
が
デ
ー
タ
を
自
分

の
パ
ソ
コ
ン
内
で
は
な
く
遠

く
離
れ
た
場
所
に
あ
る
サ
ー
バ
ー
上

に
保
存
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
。

⑵　

ク
ラ
ウ
ド
方
式
に
よ
り

サ
ー
バ
ー
ル
ー
ム
が
必
要
な
く

な
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

   

答 

財
政
課
長

⑴　

23
年
11
月
28
日
か
ら
住
民

基
本
台
帳
、
税
を
初
め
と
す
る

基
幹
業
務
に
つ
い
て
は
、
サ
ー

バ
ー
管
理
方
式
か
ら
、
ク
ラ
ウ

ド
方
式
に
切
り
か
え
て
い
る
。

　

し
か
し
、
戸
籍
の
サ
ー
バ
ー

は
市
の
管
理
下
に
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
法
律
で
決
め
ら

れ
て
お
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
ク

ラ
ウ
ド
化
は
で
き
な
い
。

⑵　

ク
ラ
ウ
ド
化
を
行
わ
な
い

業
務
も
あ
る
の
で
、
新
庁
舎
の

サ
ー
バ
ー
ル
ー
ム
は
現
在
の
ス

ペ
ー
ス
を
確
保
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

   

問 

　

海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン

タ
ー
に
つ
い
て
聞
く
。

⑴
　
機
能
、
設
備
及
び
開
設
経

緯
は
ど
う
か
。

⑵
　
市
の
災
害
対
策
本
部
を
ど

う
し
て
併
設
し
な
い
の
か
。

   

答 

防
災
安
全
課
長

⑴　

消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
は
、

救
急
、
火
災
等
の
救
急
車
や
消

防
車
の
出
動
に
関
す
る
無
線
連

絡
等
を
共
同
で
行
う
も
の
。

　

経
緯
は
、
消
防
本
部
の
通
信

機
械
の
老
朽
化
に
伴
う
更
新
時

期
が
迫
り
、
機
器
更
新
に
係
る

経
費
削
減
を
す
る
た
め
。

　

ま
た
指
令
セ
ン
タ
ー
の
職
員

数
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る

た
め
。

⑵　

消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
の
機

能
と
、
市
の
災
害
対
策
本
部
で

は
役
割
が
違
い
、
併
設
は
考
え

て
い
な
い
。

新
庁
舎
を
検
討
す
る
際
公
有

財
産
の
有
効
利
用
考
え
た
か

庁
舎
改
築
等
検
討

委
員
会
で
検
討
し
た

消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

に
併
設
し
な
い
の
は

業
務
内
容
に
よ
り

ク
ラ
ウ
ド
化
は
難
し
い

新
庁
舎
の
行
政
情
報
化
基
幹

シ
ス
テ
ム
の
ク
ラ
ウ
ド
化
は

役
割
が
異
な
る
の
で

併
設
は
考
え
て
い
な
い

▶
海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

　（
十
四
山
支
所
）
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